
①売電収入について

　電力会社から支払われた(振り込まれた)金額の合計です。「太陽光等受給電力量のお知らせ」

　で確認してください。
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12,096

①売電収入

合計

252
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総発電量は、各家庭の太陽光発電メーターなどで
確認します。
(経費参入時の時価消費分を除くために必要です。)

太 陽 光 発 電 等 に よ る 売 電 所 得 の 計 算 方 法

売電量 総発電量

見本

売電収入は、収入のあった(振り込まれた)日で計算します。見本の検針日は11月ですが、

支払い予定日が12月7日であるため、12月の欄へ記入して計算します。

②経費について

　　設置にかかった総費用から補助金を差し引き、17年間に分けて経費とします。具体的には、

　17年にあたる減価償却率を掛けることで計算します。また、自家消費分を除くため、上記の

　売電収入で記載した年間売電量を年間総発電量で割って計算します。

≪経費の計算方法≫

㋑設置費用 ㋺補助金 ㋩年間売電量 ㊁年間総発電量

（ - ） × × ÷ ＝

・太陽光等受給電力量のお知らせなどは、大切に保管して下さい。

・設置費用以外にも、修繕などの維持管理費がある場合は、経費に算入することができます。

☆あなたの売電所得は、

－ ＝ です。

税の申告方法等不明な点につきましては、住民税務課税務係へお問い合わせください。

①売電収入 ②経費

0.059

(経費参入時の時価消費分を除くために必要です。)

減価償却率

②経費

注意点!

飯島町役場 住民税務課税務係 Tel 0265-86-3111 内線152

ポイント!

飯島町役場 住民税務課税務係 Tel 0265-86-3111 内線152


